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1. 環境づくりの⽅針の具体化⽅策の検討 

（１）先進的な取り組み事例の整理 
環境づくりの方針の具体化方策を検討するため、自治体等で包括的に実施されてい

る地下水及び緑の保全活用に係る取り組み事例を整理した。 

１）地下⽔の保全・利活⽤に向けた⾃治体での取組事例 
① 宮古島地下ダム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①宮古島における地層の特徴と水利用について 
②国営農業用水源開発計画 
③地下ダム技術の実証と普及 
④水の大切さを啓発するためのイベントの開催、「畑水の日」の制定 

取り組みのポイント

 

 

 
・宮古島は平坦な台地状の地形で、河川や湖沼が無く、地質は島尻マージ・琉球石灰岩層・島尻層の 

３つに分かれている。 
・琉球石灰岩層は非常に透水性が高く、降水の約４０％は直ちに浸透して地下水となり、地下水盆に 

貯留される一部を除いては、ほとんどが海へ流出する。 
・宮古島では古来より、洞穴湧水や海岸断崖湧水等の「ガー」から地下水を汲み、甕やタンクなどに 
 雨水を蓄えて、生活用水を賄ってきた。 
・島の半分以上面積を占める耕地全域が「水なし農業」であり、４年に１回は干ばつ被害を受けていた。

   

①宮古島における地層の特徴と水利用について

宮古島は琉球石灰岩層による台地状の地形で、河川や湖沼等が無く、湧水や雨水などの 
古来より水が貴重なものとして、積極的に生活用水等に利用されてきた。 

 

 

 ・昭和 47 年の沖縄本土復帰以降、淡水湖計画
が持ち上がったが、結果としては中止された。

・並行して実施された地下水調査により、地下
水下流側に止水壁を築造できれば大量の貯水
ができるという、世界に類のない地下ダム構
想が浮上した。 

・昭和 49 年より実験的なダムとして皆福地下
ダム（総貯水量 70 ㎥）の調査が開始され、５
年後に完成したことにより、農業水源開発へ
の道が開かれた。 

②国営農業用水源開発計画

農業水源開発のための調査が実施され、約５年の調査の結果に地下ダムの構想が実現した。
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・沖縄県内で８箇所、喜界島で１箇所の地下ダムが完成し、その他、宮古島で２箇所、伊江島、沖永良
部島で計４箇所の地下ダムの建設事業が実施中。 

・宮古島市においては、新規就農者数及びマンゴー作付面積が、地下ダムの建設以来、増加傾向にある。

③地下ダム技術の実証と普及

皆福地下ダムでの実証により、地下ダム技術が普及し、他地区での農業用地下ダムの建設
に展開している。 

④水の大切さを啓発するためのイベントの開催、「畑水の日」の制定 

先人達の思いを偲び、水との関わり方を次世代へと継承する活動が行われている。 

・宮古島の水道企業団が水の大切さを啓発するために平成元年～平成 17 年の「天女の水まつり」、そ
れを引き継ぐ形で平成 22 年から「宮古水まつり」が開催されている。 

・宮古島の先人達が偉業を成し遂げたことから沖縄県で唯一「疎水百選」に選出されている「宮古用
水」を、水に苦労した歴史や水への感謝を忘れることなく次世代へ継承することが大事であるとの
思いから開催。 

・平成 24 年から 8 月 3 日を宮古島方言の語呂に合わせて「畑
水（ぱりみず）の日」と制定し、毎年この日に感謝をこめて
農業水利施設を清掃する活動が実施されている。 

・「畑水の日」制定にあたっては、北部８集落が管理活動等に
より絆を深め、まつりを開催したことにより、その活動を宮
古全域に広げたいと考えたことが契機となった。 

出典：「宮古島における農業用水開発 の歴史と農業水利施設の継承～地下ダムで潤う宮古島農業～」
（http://ogb.go.jp/nousui/nns/miyakoirabu/f_event/20141026mizu.pdf）

出典：「地下ダムのしくみ」（宮古島市役所パンフレットより） 
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２）緑の保全・創出に向けた⾃治体での取組事例 
緑の保全・創出に向けた先進的な取り組みとして、横浜市及びつくば市の事例を整理した。 

① 横浜市「横浜みどりアップ計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪ 経緯等 ≫   
【平成１８年度】   
     12 月 横浜市中期計画・横浜水と緑の基本計画  策定 
     2 月 市街化調整区域のあり方検討委員会 最終答申 
【平成１９年度】   
      5 月 副市長プロジェクト「横浜みどりアップ・脱温暖化プロジェクト」 設置・検討 
     9 月 市街化調整区域の農地・樹林地所有者アンケートの実施 
     12 月 横浜市環境創造審議会からの提言「緑施策の重点取組について」 

横浜市税制研究会 中間報告 
     3 月 農政施策検討会 設置 
【平成２０年度】   
     5 月 横浜の緑に関する市民意識調査（市民 1 万人アンケート）の実施 
     6 月 横浜市税制研究会 中間整理 
     7 月 農政施策検討会からの提言「横浜における今後の農政施策について」 
    シンポジウム「横浜の豊かな緑を次世代につなげるために」  開催 
   横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）（素案）  公表 
     8 月 横浜市税制研究会 緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する最終報告 

 

 

 

①トップダウンによるプロジェクトの円滑な遂行 
②中期計画、水と緑の基本計画などの上位計画への位置付け 
③市民アンケート・シンポジウム等の実施 
④みどり税の導入による財源確保 
⑤アクションプランの設定 

取り組みのポイント

②中期計画、水と緑の基本計画などの上位計画への位置付け 

①トップダウンによるプロジェクトの円滑な遂行 

事業内容・目標（面積）について記載 

基本計画策定後、副市長からなるトップダウンのプロジェクトを実施。行政と一体となり、
検討会・シンポジウムを経て、平成 30 年までの目標を立て継続して計画が実施されてい

「横浜市水と緑の基本計画」p208 

「横浜みどりアップ計画の推進」を明記

「横浜市中期４か年計画  
2014～2017」P118 

緑を「守り」「つくり」「育てる」の 3 つの分野で取り組みを進め、緑の保全・創造に向け
た新たな制度等の活用・検討を図ることを目標とし、みどりアップ計画を推進。 
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④みどり税の導入による財源確保

・回収率 個人：28.7％  法人：21.4％ 
 

【設問例】 
○みどり税による負担についてどう考えるか。 
・個人：「負担してもよい」「金額によっては負担してもよい」

合計 79％
・法人：「負担してもよい」「割合によっては負担してもよい」

合計 67％
 

○どのような取り組みに優先して取り組むべきか（複数回答
可）。 

・個人：緑化の推進（1562 人）、維持管理推進（1083 人）

・法人：緑化の推進（105 社）、継続保有の促進（80 社） 

③市民アンケートの実施

個人１万人、法人１千社を対象に、横浜の緑に関する市民意識調査を実施。(平成 20 年８
月実施) 

個人、法人ともに緑化の推進について前向き、協力的な回答を示した。 
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⑤アクションプランの設定

３つの分野で取り組みを進め，その中で細分化された事業・計画を実施。市が主体となる
事業の他に、住民一体型の事業、補助金制度を取り入れる事業など多彩に展開している。

●植林地を守る 
●農地を守る 
●緑をつくる 
 ３つの大きな枠組みの中でさらに細
かな事業を設定。 
 
○植林地を守る 
・緑地再生・管理事業 
・緑地安全・防災対策事業 
・よこはま協働の森基金制度の見直し
・森づくりリーダー等育成事業 
 
○農地をつくる 
・農園付公園整備事業 
・施設の省エネルギー化推進事業 
 
○緑をつくる 
・地域緑のまちづくり事業 
・いきいき街路樹事業 
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＜例＞いきいき街路樹事業

横浜みどりアップ計画に基づき、日常的な維持管理に加え、せん定頻度・感覚を管理する
ことで樹木の健全で良好な生育を図る取り組みを実施。 

 平成 21 年度から「横浜みどりアッ
プ計画」に基づいて、街路樹（高木）
のせん定頻度を上げる「いきいき街路
樹事業」が始まった。 
 
○維持管理の内容 
・樹木のせん定、刈り込み 
・植樹帯の除草 
 
○ポイント 
・街路樹のせん定頻度を高める 
  都市の景観向上、健全で良好な生
育 
・せん定間隔を短くする 
  美しい並木と街並みの創生 
⇒樹木のきめ細やかな管理 

健康な樹木の生育 
 
※「いきいき街路樹事業」は、「横浜み

どり税」の財源の一部を活用して実
施している。 
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② つくば市「研究学園都市」 

 

 

 

 

 

  

学園都市建設にあたって，4 つの事業手法を組み合わせて行った。 
1．一団地の官公庁施設事業 

国の教育・研究機関の整備を行う事業（約 1,460ha） 
2．新住宅市街地開発事業 

土地を全面買収して造成し，計画的に住宅地などの整備を行う事業（約 260ha） 
住宅の建設にあたっては，セットバックや緑地など様々な事項の詳細基準を定めた「筑波研
究学園都市住宅市街地の建設に関する計画標準」により誘導が行われ，良好な住環境が創出
されるよう建設が行われた。 

3．土地区画整理事業 
減歩することにより公共用地を確保する事業（約 1,100ha） 

4．都市計画公園事業 
住民の憩いの場を確保するために公園を整備する事業（約 30ha） 
公園・緑地の確保目標として、都市公園の確保目標水準を、市民一人当たり 10 ㎡以上とした。

 

 

 

① 日本住宅公団（現，都市再生機構）による、マスタープランの作成，基盤整等 
② 景観法に基づいた景観形成重点地区の制定、良好な景観の形成に関する方針 
③ つくば市による森林保全活動 
④ つくば生け垣設置奨励補助金 
⑤ アクションプランの設定 

取り組みのポイント 

①日本住宅公団（現，都市再生機構）による、マスタープランの作成，基盤整備

筑波研究学園都市の建設は，国土庁（現，国土交通省）が全体の調整等を実施し，日本
住宅公団（現，都市再生機構）が，マスタープランの作成，基盤整備等を行った。 

【昭和 31 年】首都圏整備委員会を設置し首都機能の一部を移転することに関する検討を始める。
【昭和 38 年】9 月に筑波山麓（注：現在のつくば市と牛久市）に 4,000ha の研究学園都市を

建設することが閣議了解される。 
【昭和 43 年】着工開始。昭和 55 年に機関の移転が終了。 
       並行して都市機能の整備が進められる。 
【昭和４５年】筑波研究学園都市建設法制定 
 
 
【平成１０年】４月、「研究学園地区建設計画」(研究学園地区)、「周辺開発地区整備計画」(周辺

開発地区)制定 
【平成１６年】６月、景観法制定 
【平成１９年】６月、つくば市景観条例制定 
【平成２４年】７月、「研究学園地区まちづくりビジョン」、策定 
【平成 25 年】４月、つくば生け垣設置奨励補助金制度施行 

経緯等 
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②景観法に基づいた景観形成重点地区の制定、良好な景観の形成に関する方針

景観法およびつくば市景観条例第 8 条に基づき、「景観形成重点地区」を制定し、異
なる特色を持つゾーンに適した景観形成方針を定めた。 

＜良好な景観の形成に関する方針＞ 
景観法第 8 条第 3 項に基づいた、良好な

景観の形成に関する方針を定めた。 
 

○都市景観軸 
・学園東大通り及び学園西大通り 
  街路樹の緑をいかした道路景観の形成。
・研究学園都市の風格ある街並み 
  建築物等の位置・形態・意匠・色彩を
考慮。 
 
 国や独立行政法人の試験・研究機関の集
積により，緑豊かな都市景観が形成されて
おり，その維持・保全を図る。 
 
 研究学園においては平成２４年に「研究
学園地区まちづくりビジョン」が策定され、
緑豊かなゆとりある都市環境の継承・創出
を目指す。 

 

＜景観重点地区の制定＞ 

 平成１９年１０月に景観法及びつくば市景観条例の

規定に基づくつくば市景観計画を策定。 

 平成 24 年 6 月 1 日に，景観形成重点地区の追加

及びつくば市屋外広告物条例の制定に伴う変更を行っ

た。 

 

○新たな景観形成重点地区の指定 

 ・景観構造のゾーンごとの考え方に基づく。 

 ・地域特性を生かした景観形成基準等の作成。 
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③つくば市による森林保全活動

森林の減少と荒廃の要因 

・急速な都市化 

筑波研究学園都市開発やつくばエクスプ

レス沿線開発，宅地，工業団地造成等 

・所有者の高齢化、木材生産の意欲低下 

  手入れが行き届かない 

⇒市による森林保全に関する様々な取り組み

 
（例） 
○森林保全事業 
  木を成長させるために必要な森の手入れ
 ・身近なみどり整備推進事業（補助率
100％） 
 
○市民参加型森林（もり）づくり体験の推進
  イベント形式の様々な体験事業 
 ・森林ボランティア活動体験 
 ・親子で森づくり体験 
 
○森林環境教育の推進 
 ・森林愛護運動推進事業（緑の少年団支援
活動） 

 森林の減少と荒廃を抑制し、森林を保全していくために、市による住民を巻き込んだ様々
な取り組みが実施されている。 

 

 

 

 

④つくば生け垣設置奨励補助金

平成 25 年 4 月 1 日施行 

 

○補助金の交付対象 

 一戸建て住宅。 

4m 以上の道路に面した部分に新たに

生け垣を設置する住民。 

○補助交付額 

 樹木の購入額の 2 分の 1。 

10 万円を限度。 

緑化の推進を図り、良好な景観形成の促進および災害に強いまちづくりに寄与すること
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⑤アクティブプランの設定

 CO2 排出量削減を目標とした「つくば環境スタイル“SMILe”」による、つくば市
全体の連携体制による CO2 削減を進め、景観・タウンマネジメントの新手法を発信

環境モデル都市のアクションプランとして、

「つくば環境スタイル“SMILe”」の取り組

みを進めている。市民、企業、大学・研究機

関、行政が一体となったオールつくばでの連

携体制をベースに取り組む。 

人々の暮らし（特に，建築活動や移動）に

起因する CO2 を重点的に削減するモデル。

 

中期目標：2030 年までに市民一人当た

りの CO2 排出量 50％削減。 

長期目標：2050 年までに国内の CO2 排

出量 80％削減を目指す国の目標に貢献。 

 

 

○コミュニティエコライフ/モビリティ・交

通/最先端技術/環境教育・実践 

 4 つの核からのアプローチで、あらゆる層

の人々が笑顔になる街の実現を目指す。それ

ぞれで個別の施策を実施。 

（例） 

・低炭素交通シェアリングシステムの構築 

・環境ビジネスモデルの構築 

・エコポイントの実施 

・緑住農一体型住宅による緑の街並み形成

【郊外モデル】の促進 

  市が借地した土地において、緑地整備は

土地所有者が実施することで維持管理を

実施。 
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（２）基地周辺における風況 

基地周辺部における風況（風配、平均風量、最頻風向）の情報の風況変動データベ

ース（環境省）を参照して整理した。次頁以降では、下図のＮｏ．１～Ｎｏ．１０２

の地点における詳細な風況情報を整理した。 

 

普天間飛行場周辺における最頻風向の分布 

出典：風況変動データベース（環境省）より 
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